
タブレット持ち帰りルールについて 
 

１ 事業概要 

  国が進める GIGA スクール構想に基づき、令和２年度に町内小中学校に配備した１

人１台タブレットについて、家庭学習や臨時休業時のオンライン授業等を行うため、

タブレットを家庭に持ち帰った際の使用等に係るルールを定めたもの。 

 

２ タブレット持ち帰りの目的 

（１） すべての児童生徒にどんな状況下であっても学びを止めない教育環境を構築す

るため。 

（２） Society5.0 に向け児童生徒の情報処理能力の育成が求められており、タブレッ

トを学習の文房具として当たり前に使用する児童生徒を育成するため。 

（３） 家庭学習と学校教育に一貫性のある共通した学習環境を構築することで、学力

向上を図るため。 

（４） 課題の発出、回収、宿題の取扱いに教諭の業務量を削減する機能が予想できる

ことから、働き方改革の一助とするため。 

 

３ 持ち帰りルールの決定 

令和３年度において、町内小中学校の教員で組織する「10 年後の教室検討チーム」

にてルール内容を協議し、素案を作成。その後、校長会に提案し決定。 

 

４ ルール内容について 

  別紙資料のとおり 

 

５ 保護者への周知 

 令和３年９月～10 月 令和４年度から本格実施となる平常時のタブレット持ち帰りに

向けて、「めむろ GIGA 通信」と題し、GIGA スクール構想を説明す

る保護者向けの通信を計４号発行。 

令和４年１月 持ち帰りのルールについて、各学校を通して保護者へ周知。 

令和４年３月～４月 家庭における Wi-Fi 環境整備についての依頼文を発出。 

 

６ 要綱の制定 

  令和４年４月 タブレット持ち帰りに関し必要な事項を定めた要綱を制定。今後、

持ち帰りの際、確認書を保護者から学校長へ提出する。 

資料３ 
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○○学校『タブレット持ち帰りルール』（保護者用） 

 

 未来の社会を生きていく子どもを育てるために、今後タブレットを使用しながら学ぶ

ことを指導していきます。タブレットは学習に大変に便利な道具ですが、心配されるこ

ともあります。持ち帰りの際には、下記の点についてご留意いただき、心配なことにつ

いては遠慮なく学校へご連絡ください。 

 

１ 使用について 

 ・勉強のこと、調べることに使用します。 

・タブレットは、指で触れる、タッチペンで使う、キーボードで使う、の３つの使用

方法を守っていただき、ペンなどの使用や落書きなどないようお願いします。 

・タブレットは学校の備品です。丁寧な取り扱いについて子どもへご指導ください。 

・長期休業中など、必要に応じて電源ケーブルを持ち帰ることがあります。充電につ

いて、必要に応じて家庭のコンセントで行っていただけますようお願いいたします。 

・ご家庭の Wi-Fi 環境へ接続して使用してください。クラウド・バイ・デフォルト原

則と言って、今後は学習の手法をクラウドサービス（インターネットでつながった

先での取り組み）の利用を第 1 候補として検討する方針が、全国的に示されていま

す。 

・ウイルス対策については万全を期しておりますので、ご家庭では安心してご使用く

ださい。 

・使用時間 小学校：午前８時～午後８時まで 

       中学生：午前８時～午後 10 時まで 

  タブレットのログイン可能時間はこの時間で設定しています。連続使用時間や夜間

の使用時間について、家庭において保護者の責任の下、適切な管理をお願いいたしま

す。 

 

２ 登下校 

 ・登下校中はカバンやランドセルから出さない、ということで学校と家庭で一貫して

指導させてください。 

 ・持ったまま走ったり、地面に置いたりしないことも、学校でも指導しますが、保護

者からも確認の声かけをお願いします。 

 

３ 健康のために 

別紙資料 
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 ・30 分使ったら一度 5 分以上画面を見ない時間を設けることが推奨されています。

時間の管理を、お子さんと一緒に取り組んでいただけますよう、お願いいたします。 

 ・画面から目を 30 センチ以上離すことが推奨されています。姿勢よく使用すること

を、学校でも指導しますが、保護者からの確認の声かけをお願いします。 

 

４ トラブル対応 

 ・インターネットにつながらない、アカウントが機能しない、パスワードが解除され

ない、など様々なトラブルが起こり得ます。トラブルがあった際には、学校にお問

い合わせください。しかし解決しないときには、次回登校した際に確認させていた

だきますので、その間の学習については、教科書やプリントを活用したり、他の方

法を講じさせてください。 

・破損や紛失には保護者として十分に注意していただけますよう、お願いいたします。 

・故障や破損については保護者で修理せず、学校へご報告お願いします。故障や破損

について、基本的には教育委員会が修繕します。利用者の過失が明らかな場合は保

護者がその損害を賠償する責任を負うことがあります。 

・紛失された場合は学校へご報告お願いします。紛失について、利用者の過失が明ら

かな場合は保護者がその損害を賠償する責任を負うことがあります。 

・盗難された場合は警察に届け出、その証明を受けてください。 

・紛失や盗難された場合、管理コンソールからタブレットを遠隔で無効化できますの

で、すぐに学校にご連絡ください。 

 ・インターネットで閲覧できるサイトには制限（フィルタリング）がかかっています。

それでも有害サイトに接続された場合は、すぐに接続を切って、学校にご報告くだ

さいますようお願いいたします。 

 ・持ったまま走らない、濡れた手で触れたり水場に置かない、運ぶときは両手で持つ

か体につけて抱えるなど、故障や破損を最大限防ぐ取り扱いを、学校でも指導しま

すが、保護者からの確認の声かけをお願いします。 

 

５ 禁止事項 

 ・アカウント・パスワードを他人に教えない。 

 ・タブレットを他人に貸さない。 

 ・メールは使用しない。メールアドレスも使用しない。一部ゲーム機の制限に「２段

階認証」等、メールアドレスを使用することで身分保障ができる仕組みがあります

が、このたび取得したアカウントやメールアドレスは学習以外に使用することはで

きません。 

 ・タブレットの中にデータを保存することはできません。学習の記録はすべて「クラ

ウドサービス」（インターネット上にある保存領域）に保存されますので、タブレ
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ットの中に保存しないでください。教師の指示があった場合を除きます。 

 ・録音・録画は、教師の指示があった場合を除き禁止です。 

 ・タブレットの設定の変更はできません。 

 

６ 保護者の協力と責務 

 使用に係る以下の点について保護者は学校と協力して指導を行います。 

 ・タブレットの取り扱い：丁寧に使うこと、借り受けているものの扱いの指導、設定

を変えない・ダウンロードをしない・水場のそばで使用しない等禁止事項 

 ・登下校中の取り扱い：カバンやランドセルから出さない。 

 

使用に係る以下の点については責任は保護者にあります。 

 ・使用時間：連続利用時間と、夜間の使用（管理コンソールで夜間の使用は制限して

いる上で） 

 ・取り扱い：閲覧するサイト（フィルタリングソフトで制限している上で） 
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○○学校
がっこう

『タブレットもちかえりルール』（児童用） 

 

 タブレットはみなさんの学 習
がくしゅう

につかうものです。 

ルールを守
まも

って使
つか

いましょう。 

 

１ 使
つ か

い方
かた

 

 ・時間
じ か ん

 小学校
しょうがっこう

：あさ８時～よる８時まで 

 ・勉 強
べんきょう

のこと、しらべること、に使
つか

います。 

・タブレットを使
つか

うときは、ゆびでふれる、タッチペンで使
つか

う、キーボードで

使
つか

う、の３つです。えんぴつやペンは使
つか

いません。 

・こわさないように、なくさないように、大切
たいせつ

に使
つか

います。水
みず

にぬれることも、

タブレットにとってはよくないことです。ちかくにコップなどおくことをやめ

ましょう。 

 

２ 登
とう

下校
げ こ う

 はこぶとき 

 ・学校
がっこう

と家
いえ

のあいだでは、カバンやランドセルの中
なか

に入
い

れたままにします。 

 ・持
も

ったまま走
はし

ったり、じめんにおいたりしません。 

 

３ げんきに使
つ か

うために 

 ・３０分
ふん

使
つか

ったら、５分
ふん

いじょう画面
が め ん

から目
め

をはなして、別
べつ

なことをします。 

 ・せすじをのばして使
つか

います。気
き

をつけないと、かがみこんで、せなかを丸
まる

め
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て使
つか

うことが多
おお

くなってしまうようです。 

 

４ メール 

 ・メールは使
つか

えません。メールアドレスも使
つか

えません。 

 

５ わからないときは 

・まだタブレットを使
つか

ってすぐだから、わからないことや、できないときがあり

ます。それはよくあることです。 

・わからないことは、先生
せんせい

にききます。できないときは、つぎに学校
がっこう

にきたとき

に確認
かくにん

することで、まにあうので、大丈夫
だいじょうぶ

です。 
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生徒の皆さんへ 

 

○○中学校 『タブレット持ち帰りについて』 

 
 

１ 目 的    一人一人がタブレットを使えるようになり、社会の変化に

対応し、未来を生き抜く力を身に付ける。 

 

２ 使い方     ・自ら学習を進めることや、調べもの学習に使用します。 

         ・タブレットを使うときは、「指で触れる」「タッチペンで使

う」「キーボードで使う」の３つです。鉛筆等は使いませ

ん。 

         ・故意に壊したり、なくしたりしないように、大切に使いま

しょう。また、水に濡れることや汚れた手で触ることは、

タブレットにとっては壊れる原因となります。近くに食

べ物や飲み物などを置くことをやめましょう。 

 

３ 注意事項   ・機械ですので、持って走ったり、投げたり、わざと落とし

たり、ぶつけたり、水に濡らしたり、落書きをしたり、磁

石を近づけたりしないようにしてください。 

         ・タブレットは暑さに弱いので、ストーブの近くや日光の下

などには置かないようにしてください。 

    ・姿勢よく使います。前かがみになりやすいので、目が画面 

に近づきすぎることのないように気をつけましょう。 

         ・30 分使用したら、5 分以上他のことをしたり、目を休ま 

せたりしましょう。 

 

４ 持ち帰りﾙｰﾙ  ・使用時間は ８時～２２時です。 

         ・登下校中は、カバンの中に入れたままにし、途中で出すこ 

とのないようにしてください。 

         ・持ったまま走ったり、地面に置いたりしないでください。 

         ・使っていて困ったり、壊れたりした場合は先生に相談して

ください。 

 

５ 禁止事項   ・メールおよびメールアドレスを使用すること。 

・自分のアカウントやパスワード、QR コードを人に教えた 
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り、使わせたりすること。（不正アクセス行為となり、法

律で禁止されています。） 

         ・自分や他の人の名前、住所、電話番号、メールアドレス、 

写真などをインターネット上に書き込むこと。 

（肖像権侵害や著作権侵害に該当する場合があります。） 

         ・相手の人が傷つくような言葉を書き込んだり入力したり 

すること。 
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